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経団連規制改革要望（2022年9月13日） 2

① デジタル庁や国土交通省が中心となり、

地方公共団体における道路占用許可申請について、

「e-Gov」を利用した標準化した形での手続のオンライン化の

早期実現を図るべき

② 「道路占用システム」と「e-Gov」のシステム間直接連携等により、

指定区間内の国道とその他の道路を同時に占用しようとする場合も、

2つのシステム上でそれぞれ手続を行うのではなく、

1つのシステム上でワンストップに行えるようにすることで、

利便性を向上させるべき

にぎわいある街づくりに向けた道路占用に係る手続のワンストップ化



当社の道路利活用について 3

新虎通りエリアマネジメント

道路使用許可 道路占用許可

屋外広告物許可屋外客席設置届

ヒーター設置のための
事前相談・申請

公園使用許可

マルシェ

イベント

オープンカフェ

屋外客席

地域の活性化・コミュニティ形成のための
イベント実施や屋外客席設置等にかかる手続きのイメージ

バナー広告

道路内建築

その他
各種申請・届出



屋外客席設置時の申請フロー 4

道路管理者 交通管理者 保健所

道路上に屋外客席を設置する場合、

「道路占用許可申請」「道路使用許可申請」「屋外客席設置届（東京都の場合）」が必要

事前協議

道路使用許可申請

道路占用許可申請

結果通知

結果通知

屋外客席設置届

道路占用・道路使用・屋外客席設置 開始

課題：

事前協議が必要

課題：

書面提出が必要

課題：

各種相手先への持ち回りが必要

課題：

国道と都道を横断する場合
それぞれ申請が必要



参考：新虎通り周辺の道路管理者 5

新虎通り周辺の道路区分

出典：東京都HP、道路台帳等を参考に森ビルにて加工
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屋外客席設置時の申請フロー（例：道路占用に関するコロナ特例の申請時（2020年）） 6

ガイドラインに基づきエリマネ地区内店舗の取りまとめ

6/17（水）ガイドライン公表

申請書類について事前協議

8/25（火）申請

9/16（水）結果通知

8/21（金）申請

8/25（火）道路使用許可受領

8/6（木）面積緩和承諾

8/17（月）図面修正指示

運営者各自にて申請
保健所への申請が必要な屋外客席

7/27（月）アポイント

道路占用申請に
道路使用許可が必要

屋外客席面積＞屋内客席面積とするには
保健所の承諾が必要

国交省 道路管理者 交通管理者 保健所

6月▶

7月▶

8月▶

9月▶

7/20（月）申請資料送付

8/19（水）最終調整

7/6（月）協議開始

6/5（金）通知

9/18（金）道路占用開始

出店希望とりまとめ
3週間

事前協議

1.5か月

申請

1か月

保健所への申請が不要なオープンテラス

道路占用に関するコロナ特例の申請において、事前協議＋申請で2.5か月かかったことから、

2020/10/9規制改革推進会議投資等WGにて

「紙と捺印・対面申請➡オンライン化」「各所持ち回り➡ワンストップ化」「事前協議➡確認事項の公開」を要望



国道では、オンライン化・ワンストップ化・事前相談の省略が実現（※オンライン化・ワンストップ化は以前から実現済） 7

オンライン化

ワンストップ化

確認事項の公開

確認事項の公開



国道では、オンライン化・ワンストップ化・事前相談の省略が実現（※オンライン化・ワンストップ化は以前から実現済） 8

ほこみちにおける

道路使用の許可基準（警察庁公開）

ほこみちにおける

道路占用の許可基準（国交省公開）

事前相談の省略

事前相談の省略



国道以外の道路はe-Govによるオンライン化を検討中（デジタル庁・国交省等） 9



経団連規制改革要望（2022年9月13日） 10

① デジタル庁や国土交通省が中心となり、

地方公共団体における道路占用許可申請について、

「e-Gov」を利用した標準化した形での手続のオンライン化の

早期実現を図るべき

② 「道路占用システム」と「e-Gov」のシステム間直接連携等により、

指定区間内の国道とその他の道路を同時に占用しようとする場合も、

2つのシステム上でそれぞれ手続を行うのではなく、

1つのシステム上でワンストップに行えるようにすることで、

利便性を向上させるべき

にぎわいある街づくりに向けた道路占用に係る手続のワンストップ化



当社要望の全体像 11

１．【道路占用】国が先頭に立ち、各自治体のオンライン化の主導

 「e-Gov」を利用した標準化した形での手続のオンライン化の早期実現

 各種申請手続きの統一フォーマットを策定・周知

２．【道路占用】（国道含む）自治体をまたいだ申請のワンストップ化（自治体間の横割りの解消）

 国道とその他の道路を同時に占用しようとする場合も、
「道路占用システム」と「e-Gov」の2つのシステム上でそれぞれ手続を行うのではなく、
1つのシステム上でワンストップに行えるようシステム間連携を行う

３．各種申請のワンストップ化（省庁間の縦割りの解消）

 国道以外でも、道路占用以外の手続き（道路使用等※）も「e-Gov」で行えるよう推進
※屋外客席設置届や屋外広告物申請など、一部自治体のみにおいて求められる手続きも含む

 その上で、関連申請間のデータ連携による、さらなるスピードアップを図る
（例：道路使用許可申請・道路占用許可申請・屋外客席設置届の同時申請、並行審査）

４．各種申請の確認事項の公開・事前相談の省略

 国道の道路占用・道路使用許可申請にならい、
各自治体の各種申請に関しても、確認事項のオンライン公開・事前相談の省略を推進

 確認事項の範囲内であれば、
詳細な図面や什器の数の記載を求めない申請手続きとすることで、柔軟な活用を促進（参考：NYの事例）

 確認事項の範囲内であれば、許可制ではなく届出制とすることで、迅速な活用を促進（参考：NYの事例）

道路活用側・行政側ともに、以下のようなメリットが期待できる。
• コロナ禍でニーズが増している屋外空間の利活用の活発化
• 手続き簡略化によるコスト減、迅速化（当社エリマネでの申請件数20件/年（コロナ前））

メリット

岸田内閣は「デジタル臨時行政調査会」等でDX化について重点的に取り組んでいる。
利用者目線に立った行政手続きDX化の代表事例として取り組んでいただきたい。
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